
健康保険被保険者証等の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。 

令和６年１２月２日 

大和市長  古谷田  力 

 

大和市規則第４９号 

健康保険被保険者証等の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則 

（大和市国民健康保険条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和市国民健康保険条例施行規則（昭和３６年大和市規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

第６条の見出し中「被保険者証」を「資格確認書」に改め、同条各号列記以外の部分中「被保

険者証」を「資格確認書（国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第６条第１

項に規定する「資格確認書」をいう。以下同じ。）」に改め、同条第２号中「被保険者証」を

「資格確認書」に改める。 

第７条（見出しを含む。）中「被保険者証」を「資格確認書」に改める。 

第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

第１０条第１項ただし書中「出産等が」を「第１号又は第２号に掲げる書類により確認する事

項を本市が保有する」に改め、「場合は、」の次に「第１号又は」を加え、同項第１号を次のよ

うに改める。 

(1) 出産した被保険者の資格に係る情報を確認できる書類 

第１０条第１項第２号中「出産等」を「被保険者の出産等」に改める。 

第１１条ただし書中「死亡が」を「第１号又は第２号に掲げる書類により確認する事項を本市

が保有する」に改め、「場合は、」の次に「第１号又は」を加え、同条第１号を次のように改め

る。 

(1) 死亡した被保険者の資格に係る情報を確認できる書類 

第１１条第２号中「死亡」を「被保険者の死亡」に改める。 

第１４条を次のように改める。 

（被保険者に係る記録） 

第１４条 市長は、大和市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年

大和市条例第２５号）第２条第５号に規定する電磁的記録により、常に被保険者の異動、給付

等について記録するものとする。 



（大和市事務分掌規則の一部改正） 

第２条 大和市事務分掌規則（昭和４８年大和市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

第４条市民経済部保険年金課第３号中「諸届」を「各種届出書」に、「並びに被保険者証、国

民健康保険被保険者証明書及び高齢受給者証の交付」を「、資格確認書の交付及び資格情報通知

書による通知」に改め、同課中第１３号を削り、第１４号を第１３号とし、第１５号を第１４号

とし、第１６号を第１５号とし、同課第１７号中「諸届」を「各種届出書」に改め、同号を同課

第１６号とし、同課中第１８号を第１７号とし、第１９号を第１８号とし、第２０号を第１９号

とし、同課第２１号中「諸届」を「各種届出書及び各種申請書」に、「、処理並びに被保険者証

及び被保険者受療証の交付」を「並びに資格確認書、資格情報通知書及び後期高齢者医療被保険

者受療証の引渡し」に改め、同号を同課第２０号とし、同課中第２２号を第２１号とし、第２３

号から第２８号までを１号ずつ繰り上げる。 

第６条第１項第１２号中「諸届」を「各種届出書」に、「並びに被保険者証及び被保険者証明

書の交付」を「、資格確認書の交付及び資格情報通知書による通知」に改め、同項第１５号中

「諸届」を「各種届出書及び各種申請書」に、「被保険者証及び被保険者受療証の交付」を「資

格確認書、資格情報通知書及び後期高齢者医療被保険者受療証の引渡し」に改める。 

（大和市公印規則の一部改正） 

第３条 大和市公印規則（平成１８年大和市規則第９４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１庁印の表専用市印、１－２の項中「国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険

高齢受給者証」を「国民健康保険資格確認書」に改め、同表専用市印、１－３の項中「国民健康

保険被保険者証」を「国民健康保険資格確認書」に改め、同表専用市印、１－６及び１－７の項

中「国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証」

を「国民健康保険資格確認書」に改める。 

（大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則の一

部改正） 

第４条 大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

（平成２７年大和市規則第５８号）の一部を次のように改正する。 

第１９条第１０号を削り、同条第１１号中「第７条の３、」を削り、「第２７条の１４の２第

６項」を「第２７条の１４の２第５項」に改め、同号を同条第１０号とし、同条第１２号中「第

２６条の３第１項の」の次に「規定による」を加え、同号を同条第１１号とし、同条第１３号中

「第２７条の１３第１項の」の次に「規定による」を加え、同号を同条第１２号とし、同条中第

１４号を第１３号とし、第１５号を第１４号とし、第１６号を第１５号とする。 



第３２条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り上げ、

同条第６号中「第９２条の」の次に「規定による」を加え、同号を同条第５号とし、同条中第７

号を第６号とし、第７号の２を第７号とし、同条第１０号中「第３７条第２項の」の次に「規定

による」を、「第４２条第２項の」の次に「規定による」を加え、同条第１２号中「限度額適用

認定」を「限度額適用の認定」に改め、同条中第１３号を削り、第１４号を第１３号とする。 

（大和市児童福祉法施行細則の一部改正） 

第５条 大和市児童福祉法施行細則（昭和５６年大和市規則第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条中「次に掲げる」を「前年分の所得が確認できる書類、社会保険各法による被保険者、

組合員、加入者又は被扶養者であることを確認できる書類その他福祉事務所長が必要と認める」

に改め、同条各号を削る。 

（大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第６条 大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則（平成３年大和市規則第５０号）の一部を

次のように改正する。 

第９条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 社会保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを確認できる書類 

第９条第３項中「、福祉医療証」を「福祉医療証」に、「、ひとり親家庭等医療費助成事業医

療証交付申請不承認決定通知書により」を「ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請不承

認決定通知書により、当該申請をした者に」に改める。 

第１２条第２項中「申請書」を「規定による申請」に改める。 

第１３条第３項中「前項の」の次に「規定による」を加え、同条第４項中「の申請書を受理し

た」を「に規定する申請書の提出があった」に改め、「決定し、」の次に「支給することを決定

したときは」を加え、「当該申請者」を「、支給しないことを決定したときはその旨を、当該申

請をした者」に改める。 

第１４条第２項中「健康保険証」を「社会保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶

養者であることを確認できる書類」に改め、同項ただし書中「児童扶養手当受給者」を「児童扶

養手当の認定を受けている者」に改め、「受けることができる」の次に「所得水準にある」を加

え、同条第３項中「第１項の」を「同項の」に改める。 

（大和市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第７条 大和市子ども医療費助成条例施行規則（平成７年大和市規則第４０号）の一部を次のよう

に改正する。 



第５条第１項第１号中「証する書類」を「確認できる書類」に改める。 

第７条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加える。 

第１２条の見出しを「（委任）」に改める。 

（大和市生活保護法による被保護者の休日、夜間等の診療に関する規則の一部を改正する規則の

一部改正） 

第８条 大和市生活保護法による被保護者の休日、夜間等の診療に関する規則（昭和５３年大和市

規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「（第１号様式）」を削る。 

第９条中「（第２号様式）」を削る。 

第１１条を第１２条とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

（様式） 

第１１条 この規則で使用する様式は、別表に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第１１条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 休日、夜間等受診票 第３条 

第２号様式 休日、夜間等受診票交付簿 第９条 

第１号様式及び第２号様式を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（大和市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 施行日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和５年法律第４８号）の規定による改正前の国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）の規定により交付を受けている被保険者証については、第１条の規定による改正

前の大和市国民健康保険条例施行規則第６条、第１０条第１項第１号及び第１１条第１号の規定

は、施行日から当該被保険者証の有効期限の日までの間は、なおその効力を有する。 

（大和市生活保護法による被保護者の休日、夜間等の診療に関する規則の一部改正に伴う経過措

置） 

３ この規則の施行の際、現に第８条の規定による改正前の大和市生活保護法による被保護者の休

日、夜間等の診療に関する規則第３条の規定により交付されている休日、夜間等受診票は、第８



条の規定による改正後の大和市生活保護法による被保護者の休日、夜間等の診療に関する規則第

３条の規定により交付された休日、夜間等受診票とみなす。 

４ この規則の施行の際、現に作成されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使

用することができる。 


